
（表面）

①　すべての項目を確認の上、チェック☑してください。

②　チェック☑後、裏面に署名をお願いします。

③　交付申請時に提出をしてください。

■補助対象要件の確認
チェック

欄

1 市内事業者である。高知市内に主たる事務所（本社）を有している。 □

2 □

3 ３年以上、継続して事業を行っている。 □

4 □

5 申請者は中小企業者である（中小企業基本法第２条第１項に該当する。）。 □

6 本市の競争入札の指名停止の措置を現在受けていない。 □

7 □

8 □

9 □

10 □

11 1～10の他、高知市事業者用高効率機器導入促進事業費補助金交付要綱を遵守する。 □

■申請書類の確認
チェック

欄

1 □

2 □

≪会社の場合≫
商業登記の履歴事項全部
証明書又は現在事項全部
証明書（コピー不可）

□

≪個人の場合≫
個人事業の開業・廃業等

届出書の控え
（写し可）

□

≪会社の場合≫
ア□
イ□

≪個人事業主の場合≫ □

5 □

6 □

令和8年度高知市事業者用高効率機器導入促進事業費補助金　チェックリスト

3

補助金交付申請書【様式第１号】 ・「事業完了予定年月日」は令和９年２月末日までの日付である。

4

機器を導入する事業所は、申請者が所有する物件である（テナントは対象外）。

申請者が過去1年間以上継続して使用する既設機器の入替えである。

法定耐用年数（15年）期間の使用をする。

省エネ講習会に参加する（詳細は募集要領を確認してください）。

補助対象経費（機器の購入費+設置工事費）は200,000円以上である。

導入予定機器は未発注である（交付決定前の発注は対象外）。

事業計画書【別紙１】 ・補助対象経費は200,000円以上である。

・取得後１か月以内のものである。
・確認項目
①商号：交付申請書記載の申請者（名称）と相違ない。
②本店：所在地は高知市内である。
③会社設立の年月日：令和５年５月以前である（3年以上継続して操業して
いる。）。
④資本金の額：中小企業基本法第2条第1項を満たしている。
⑤役員に関する事項：別紙３照会承諾書に対象者すべてを記載している。

ア　下表の金額を超えていないので、交付申請書に添付不要。
イ　下表の金額を超えているので、交付申請書に添付している。
　※　右欄ア又はイのいずれかにチェック
　参考　中小企業基本法第２条第１項

・確認項目
①納税地：高知市内である。
②氏名：交付申請書記載の申請者（代表者）と相違ない。
③屋号：交付申請書記載の申請者（名称）と相違ない。
④開業・廃業等日：令和５年５月以前である（3年以上継続して操業してい
る。）。

税申告資料控え等
（写し可）

・交付申請書に添付している。

商業登記の履歴事項
全部証明書、現在事
項全部証明書又は個
人事業の開業・廃業
等届出書の控え

市税及びその他徴収金に係る「完納証明書」又
は「滞納無証明書」（コピー不可）

・取得後１か月以内のものである。

①建物の不動産登記事項証明書
②土地・家屋課税台帳兼名寄帳
（コピー不可）

・取得後１か月以内のものである。

業種 資本金又は出資額 従業員数

①製造業、建設業、運輸業、
その他の業種（②～④以外）

３億円以下 300人以下

②卸売業 １億円以下 100人以下
③サービス業 5,000万円以下 100人以下
④小売業 5,000万円以下 50人以下



（裏面）

チェック
欄

7 □

8 □

9 □

10 □

11 □

12 □

13 □

上記内容を確認の上、交付申請をします。

署名

※本人が手書きしない場合は、記名押印してください。

※高知市確認欄

□申請者以外が、交付申請書を提出する場合、申請者本人が書類を作成した旨を確認の上、受理した。

No. 確認内容

・建物の位置図（住宅地図等）
対象建物の場所が分かるもの
（コピー可）

補助対象機器の設置場所の配置図
・【別紙１】事業計画書4に記載した機器別のNo.に通し番号を振り、配置
図とカラー写真に表示し、突合できるようにしている。
・同一型番には枝番を振っている。
※高効率照明機器の場合①のみ。高効率空調機器、高効率給湯機器の場合は
①、②両方を提出している。①着工前の現況を確認できるカラー写真

②既存機器の型式がわかるカラー写真

暴力団に関する照会承諾書【別紙３】 ・押印抜かりがない（本人の手書きでない場合）。

補助対象機器の調達に係る３者見積書
（写し可）

・機器・型番ごとの単価を明記した、３者以上の市内事業者から見積りを徴
収している（高知営業所、支店等の見積書である場合は、当該高知営業所、
支店等と契約を結ぶ。）。
①機器ごと（型番ごと）に３者見積りがある。
②3者見積りのうち、最安金額が事業計画書に記載されている。
③型番は３者とも相違ない。

①高効率照明機器の場合
調光制御機能を有するLEDであることが分かる
書類

②高効率空調機器、高効率給湯機器の場合
既設の空調機器又は給湯機器に対して、30％
以上省CO2効果が得られることが分かる資料

・高効率照明機器の場合
①調光制御機能（スケジュール制御、明るさセンサーによる一定照度制御又
は在/不在調光制御）がついていることが確認できる。

・高効率空調機器、高効率給湯機器の場合
①既存機器（現在設置されている機器）と導入予定機器の比較である。
②機器の使い方の変更による削減効果が含まれていない（運転時間を減らす
等）。

宣誓書【別紙２】 ・押印抜かりがない（本人の手書きでない場合）。

書類名


